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項目名 改正案 現行 

表紙 

 

 

第１章 序章 

（Ｐ３） 

 

 

第３章  主要

指標の見通

し 

（Ｐ10） 

平成 27年３月変更 北秋田市 

令和２年３月変更 北秋田市 

 

２．計画策定の方針 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、平成 17年度から令和６年度までの 20年間とします。 

 

１．人口・世帯 

 人口の将来的な見通しについては、全国的に人口が減少傾向にあり、新

市の人口も今後減少していくものと考えられます。国立社会保障・人口問題

研究所がまとめた「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年（2018 年）３月

推計）」によると、平成 12年の 42,050人から、25年後の令和７年   には 

36％減の 26,930 人にまで減少するものと推計されていることから、定住人

口の流出抑制や少子化対策、定住者確保の施策などを講じる必要がありま

す。 

 また、今後も少子高齢化が進むものと予想され、65 歳以上の高齢者人口

比率は 28.9％から 47.8％へ上昇する一方、15歳未満の年少人口比率は

12.5％から 7.6％にまで低下するものと推計されています。 

 一方、世帯数も減少しますが、今後も核家族化が進行し、一世帯あたりの

世帯人員が減少することが予想されることから、令和７年 の世帯数は平成

12年の 16％減で 11,416世帯程度と推計されます。 

※ 世帯数の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「日本

の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2019年４月推計）において、

秋田県全体の世帯数を推計する際に用いた係数を北秋田市の場合に置

き換えて推計しています。 

平成 27年３月変更 北秋田市 

                  

  

２．計画策定の方針 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、平成 17年度から平成 31年度までの 15年間とします。 

 

１．人口・世帯 

 人口の将来的な見通しについては、全国的に人口が減少傾向にあり、新

市の人口も今後減少していくものと考えられます。国立社会保障・人口問題

研究所がまとめた「日本の地域別将来推計人口（平成 25年（2013）年３月

推計）」によると、平成 12 年の 42,050 人から、25 年後の平成 37 年には

36％減の 26,686 人にまで減少するものと推計されていることから、定住人

口の流出抑制や少子化対策、定住者確保の施策などを講じる必要がありま

す。 

 また、今後も少子高齢化が進むものと予想され、65 歳以上の高齢者人口

比率は 28.9％から 47.0％へ上昇する一方、15歳未満の年少人口比率は

12.5％から 7.6％にまで低下するものと推計されています。 

 一方、世帯数も減少しますが、今後も核家族化が進行し、一世帯あたりの

世帯人員が減少することが予想されることから、平成 37 年の世帯数は平成

12年の 15％減で 11,560世帯程度と推計されます。 

※  世帯数の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「日本

の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2014 年４月推計）において、

秋田県全体の世帯数を推計する際に用いた係数を北秋田市の場合に置 

き換えて推計しています。 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ10） 図 将来人口の推移 （国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計） 

 

※ 平成 17 年、平成 22 年、平成 27 年は年齢不詳があるため、各年齢

区分の人口を足しても総人口と一致しません。 

 

図 世帯数の推計 

 

図 将来人口の推移 （国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計） 

 

※ 平成 17年、平成 22年        は年齢不詳があるため、各年齢 

区分の人口を足しても総人口と一致しません。 

 

図 世帯数の推計 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ11） ２．就業人口 

 就業人口は、人口の減少と高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、

年々減少し、令和７年には 11,997 人にまで減少すると推計されることか

ら、産業振興や定住者確保の施策などを講じ、就業率の向上を図ります。 

 なお、産業３区分別就業人口については、今後も農業就業者の高齢化

や農地の集約化等の進展から、第１次産業の就業人口比率は大幅に減

少する一方、サービス業等の増加による第３次産業比率は増加するものと

考えられることから、令和７年の就業人口は、第１次産業が平成 12 年の半

分程度の 1,389人、第２次産業が平成 12年の半分程度の 3,309人、第３

次産業が平成 12年の７割程度の 7,280人と推計されます。 

※ 就業人口の推移は、国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「日本

の地域別将来推計人口（平成 30 年（2018 年）３月推計）」における生

産年齢人口を基に、平成 27 年国勢調査における北秋田市の産業別就

業者割合により推計しています。 

図 産業３区分別就業人口の推計 

 

２．就業人口 

 就業人口は、人口の減少と高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、

年々減少し、平成 37 年には 11,560 人にまで減少すると推計されることか

ら、産業振興や定住者確保の施策などを講じ、就業率の向上を図ります。 

 なお、産業３区分別就業人口については、今後も農業就業者の高齢化 

や農地の集約化等の進展から、第１次産業の就業人口比率は大幅に減 

少する一方、サービス業等の増加による第３次産業比率は増加するものと 

考えられることから、平成 37 年の就業人口は、第１次産業が平成 12 年の４

割強の 1,225人、第２次産業が平成 12年の 1/3程度の 2,462人、第３ 

次産業が平成 12年の７割強の 7,873人と推計されます。 

※ 就業人口の推移は、国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料

集（2014 版）「Ⅷ．労働力」表 8－4「性、年齢（５歳階級）別労働力率の

将来推計」における 2020 年推計に用いた係数を北秋田市の場合に置き

換えて推計しています。 

図 産業３区分別就業人口の推計 
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�項目名 改正案 現行 

 

第６章  新

市の施策 

（Ｐ26） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．部門別施策 

（１）活力ある地域産業の振興 

 ○ 農林水産業の振興 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

農業生産基礎整備事業 ほ場整備、用排水路整備、農道整備等 

農村生活環境整備事業 農村総合整備、中山間地域総合整備等、

農村環境改善施設整備及び除却 

農産物生産振興事業 有機センター施設整備及び除却 

林業振興事業 林道整備、民有林の整備、林道環境整備、

林道施設（橋梁）の整備 

畜産振興施設整備事業 畜産振興施設整備及び除却 

農林漁業体験施設整備

事業 

農林漁業体験施設整備及び除却 

 

 

２．部門別施策 

（１）活力ある地域産業の振興 

 ○ 農林水産業の振興 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

農業生産基礎整備事業 ほ場整備、用排水路整備、農道整備等 

農村生活環境整備事業 農村総合整備、中山間地域総合整備等  

               

農産物生産振興事業 有機センター整備       

林業振興事業 林道整備、民有林の整備、林道環境整備等   
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自然と共生するまちづくり 

 ○ 資源循環型のまちづくり 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

下水道整備事業 公共下水道、農業集落排水の整備等 

浄化槽設置整備事

業 

浄化槽整備等 

ごみ減量化対策事

業 

コンポストセンター整備、ごみ焼却施設整備（混

焼）、旧クリーンリサイクルセンター関連施設の除

却、ごみ収集事業等 

し尿処理施設整備

事業 

し尿処理施設の整備、旧し尿処理施設の除却 

新エネルギー利用

促進事業 

バイオマスエネルギー施設整備等 

  ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

下水道計画の策定 下水道・農業集落排水事業計画の策定等 

ごみ減量化対策事

業 

ごみ減量化・リサイクル促進、啓発普及活動の推

進、収集体制の充実等 

水洗化促進事業 水洗化の促進支援等 

市民クリーンアップ

事業 

市内全域によるクリーンアップ事業の推進 

地球温暖化対策事

業 

二酸化炭素の排出削減対策等 

 

（２）自然と共生するまちづくり 

 ○ 資源循環型のまちづくり 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

下水道整備事業 公共下水道、農業集落排水の整備等 

浄化槽設置整備事

業 

浄化槽整備等 

ごみ減量化対策事

業 

コンポストセンター整備、ごみ焼却施設整備（混

焼）                              

  、ごみ収集事業等 

し尿処理施設整備

事業 

し尿処理施設の整備                 

新エネルギー利用

促進事業 

バイオマスエネルギー施設整備等 

  ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

下水道計画の策定 下水道・農業集落排水事業計画の策定等 

ごみ減量化対策事

業 

ごみ減量化・リサイクル促進、啓蒙普及活動の推

進、収集体制の充実等 

水洗化促進事業 水洗化の促進支援等 

市民クリーンアップ

事業 

市内全域によるクリーンアップ事業の推進 

地球温暖化対策事

業 

二酸化炭素の排出削減対策等 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ31） 

（３）安心・安全・快適に暮らせるまちづくり 

○ 道路・通信網の整備及び公共交通の確保 

・４地域を連結する幹線道路や生活道路など市民に密着した道路の整備・

老朽化対策を図るとともに冬期間の生活路線を確保するため、除雪や防

雪対策を充実します。 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

 

【主要事業】 

 ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

道路整備事業（都市

計画道路等） 

幹線道路、生活道路等の改良、道路施設の

老朽化対策、橋梁架替等 

駅舎改築事業 駅舎の改築等 

通信施設整備事業 移動通信用鉄塔施設整備、共同受信施設の

改修等 

 ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

道路整備計画の策

定 

道路整備計画や道路施設の点検・個別施設計

画の策定、道路台帳整備等 

生活バス路線運行

事業 

生活バス路線の維持・支援等、市内巡回バス等

の運行計画等 

秋田内陸線運営事

業 

秋田内陸縦貫鉄道運営支援、乗車運動の推進 

空港利用促進事業 空港利用・搭乗率向上対策等 
 

（３）安心・安全・快適に暮らせるまちづくり 

○ 道路・通信網の整備及び公共交通の確保 

・４地域を連結する幹線道路や生活道路など市民に密着した道路の整備・

改良     を図るとともに冬期間の生活路線を確保するため、除雪や防

雪対策を充実します。 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

 

【主要事業】 

 ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

道路整備事業（都市

計画道路等） 

幹線道路、生活道路等の改良・舗装・橋梁・橋

梁塗装等         

駅舎改築事業 駅舎の改築等 

通信施設整備事業 移動通信用鉄塔施設整備、共同受信施設の

改修等 

 ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

道路整備計画の策

定 

道路の改修・整備計画の策定、           

        道路台帳整備等 

生活バス路線運行

事業 

生活バス路線の維持・支援等、市内巡回バス等

の運行計画等 

秋田内陸線運営事

業 

秋田内陸縦貫鉄道運営支援、乗車運動の推進 

空港利用促進事業 空港利用・搭乗率向上対策等 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ31） 〇 住環境の整備 

【主要事業】 

 ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

住宅等整備事業 公営住宅等の建築・改修・除却等、高齢者

対応住宅への改修、空き家の有効活用等 

上水道等整備事業 上水道整備、簡易水道整備、浄水場施設

整備及び除却、クリプトスポリジウム対策事

業等 

公園整備事業 都市公園・農村公園整備等 

 

 

 

〇 住環境の整備 

【主要事業】 

 ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

住宅等整備事業 公営住宅等の建築・改修   等、高齢者

対応住宅への改修、空き家の有効活用等 

上水道等整備事業 上水道整備、簡易水道整備         

         、クリプトスポリジウム対策事

業等 

公園整備事業 都市公園・農村公園整備等 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ32） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ33） 

 

○ 安全な地域づくりの推進 

【主要事業】  

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

消防施設整備事業 消防庁舎の整備及び除却、防火水槽及び消

火栓の整備、消防・救急車両の整備、ＩＰ化・

指令台等の更新事業 

防災対策事業 

治山事業 

移動系・固定系防災行政無線統合整備等 

予防・復旧治山事業等 

急傾斜地崩壊対策

事業 

急傾斜地崩壊対策、落石対策等 

 

交通安全施設整備

事業 

道路区画線設置、カーブミラー整備等 

病院前救急医療体

制の高度化 

高規格救急車と高度医療器材の配備、指導

救命士及び救急救命士の充足 

 ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

防災計画の策定 防災マニュアル、ハザードマップ作成等 

防犯対策事業 防犯灯整備維持等、情報提供・啓発活動等 

交通安全啓発活動

事業 

交通安全意識の啓発活動、関係団体との連

携強化等 

危機管理体制の充

実 

防災及び感染症等の緊急時における管理体

制の充実 

新市消防団員活動

服等更新事業 

消防団員装備品の充足と団員確保 

 

○ 安全な地域づくりの推進 

【主要事業】  

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

消防施設整備事業 消防署庁舎の整備、防火水槽設置、消防ポン

プ車整備、消火栓整備等               

              

防災対策事業 

治山事業 

移動系・固定系防災行政無線統合整備等 

予防・復旧治山事業等 

急傾斜地崩壊対策

事業 

急傾斜地崩壊対策、落石対策等 

 

交通安全施設整備

事業 

道路区画線設置、カーブミラー整備等 

 

救急体制の強化    

        

高規格救急車の購入等                

                     

 ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

防災計画の策定 防災マニュアル、ハザードマップ作成等 

防犯対策事業 防犯灯整備維持等、情報提供・啓蒙活動等 

交通安全啓蒙活動

事業 

交通安全意識の啓蒙活動、関係団体との連 

携強化等 

危機管理体制の充

実 

防災及び感染症等の緊急時における管理体 

制の充実 

新市消防団員活動

服等更新事業 

活動服、防火服統一等        
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ33） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ34） 

 

（Ｐ35） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 雪対策の充実 

【主要事業】 

ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

除雪支援事業 除雪ボランティア等育成・支援等 

雪利用事業 雪を利用した農産物等の貯蔵に関する研究

等 

除雪事業 委託及び直営による車道及び歩道の除雪

を実施 

 

 

（４）人が集まるにぎわいのあるまちづくり 

○ 観光・レクリエーションの振興 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

観光拠点施設整備

事業 

森吉山関連拠点整備、観光施設の整備、レ

クリエーション施設の整備及び除却、歴史・

文化施設整備                   

   

広域観光ルート基盤

整備事業 

観光ルートの整備等 

 

 

○ 雪対策の充実 

【主要事業】 

ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

除雪支援事業 除雪ボランティア等育成・支援等 

雪利用事業 雪を利用した農産物等の貯蔵に関する研究

等 

 

 

 

 

（４）人が集まるにぎわいのあるまちづくり 

○ 観光・レクリエーションの振興 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

観光拠点施設整備

事業 

森吉山ダム湖周辺整備、自然環境学習セ

ンター建設、森吉山周辺観光拠点整備、観

光サイン設置、レクリエーション施設の整備

等 

広域観光ルート基盤

整備事業 

観光ルートの整備等 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ38） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ38） 

（Ｐ39） 

 

 

 

（６）まちづくりのしくみを整える 

○ 地域コミュニティの推進・地域自治の体制の確立 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

コミュニティ整備事

業 

集会所、自治会館等整備及び除却 

地域コミュニティ推

進事業 

研修バス購入 

 

 

〇 行財政運営の効率化 

【主要事業】 

 ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

庁舎建設事業等 庁舎建設、総合窓口センター施設整備及び除

却 

地域イントラネット整

備事業 

地域イントラネット整備 

電算統合整備事業 電算システムの統合 

 

 

（６）まちづくりのしくみを整える 

○ 地域コミュニティの推進・地域自治の体制の確立 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

コミュニティ整備事

業 

集会所、自治会館等整備      

地域コミュニティ推

進事業 

研修バス購入 

 

 

〇 行財政運営の効率化 

【主要事業】 

 ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

庁舎建設事業等 庁舎建設、総合支所改修               

   

地域イントラネット整

備事業 

地域イントラネット整備 

電算統合整備事業 電算システムの統合 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ40） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ41） 

 

（７）みんなで支えあうぬくもりのあるまちづくり 

○ 保健・医療の充実 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

病院統合整備事業 新市病院建設 

医療施設整備事業 医療関連施設整備及び除却、医療機器の更新

等 

 

〇 地域福祉の充実 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

社会福祉施設整備

事業 

社会福祉施設整備及び除却 

高齢者福祉施設整

備事業 

高齢福祉施設整備及び除却、高齢者生活支援

施設大規模改修 
 

（７）みんなで支えあうぬくもりのあるまちづくり 

○ 保健・医療の充実 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

病院統合整備事業 新市病院建設 

医療施設整備事業 医療施設の改修       、医療機器の更新

等 

 

〇 地域福祉の充実 

【主要事業】 
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項目名 改正案 現行 

 

（Ｐ42） 

 

 

ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

福祉事務所設置事

業 

専門的職員の配置による総合的な福祉サ

ービスの充実等 

地域福祉計画等の

策定 

地域福祉計画の策定等 

地域福祉推進事業 関係団体等とのネットワークの構築、福祉ボ

ランティアセンター設置、バリアフリー化とユ

ニバーサルデザインの導入促進等 

高齢者生活支援事

業 

高齢者グループホーム等整備支援、安心電

話、外出支援、デイサービス、入浴サービス

等の充実、介護予防、健康・生きがいづくり

の促進等 

障がい者支援事業 障がい者グループホーム等整備支援、障が

い児者デイサービス、入浴サービス、ホーム

ヘルプサービス、健康づくり・社会参加の促

進等 

高齢者活動支援事

業 

老人クラブ等との連携強化、シルバー人材

センターへの支援等、地域活動等社会参加

の促進 

 

 

 

ソフト事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

福祉事務所設置事

業 

専門的職員の配置による総合的な福祉サ

ービスの充実等 

地域福祉計画等の

策定 

地域福祉計画の策定等 

地域福祉推進事業 関係団体等とのネットワークの構築、福祉ボ

ランティアセンター設置、バリアフリー化とユ

ニバーサルデザインの導入促進等 

高齢者生活支援事

業 

高齢者グループホーム等整備支援、安心電

話、外出支援、デイサービス、入浴サービス

等の充実、介護予防、健康・生きがいづくり

の促進等 

障がい者支援事業 痴呆性グループホーム等整備支援、障害児

者デイサービス、  入浴サービス、ホーム

ヘルプサービス、健康づくり・社会参加の促

進等 

高齢者活動支援事

業 

老人クラブ等との連携強化、シルバー人材

センターへの支援等、地域活動等社会参加

の促進 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ42） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ44） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 安心して子育てできる環境の充実 

・（略） 

・（略） 

・学校統合に伴う学童保育施設の施設再編を行い、子どもたちの安心・安

全な居場所づくりに努めます。 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

子育て支援拠点（保

育園等）整備事業 

学童保育施設の再編整備及び除却、保育所

等の整備等、児童館施設整備及び除却、子育

てサポート施設整備及び除却 

 

（８）地域を支える人材の育成 

○ 生涯学習の充実 

・いつでも、どこでも、誰もが学べる生涯学習社会の構築を目指し、生涯学

習推進計画に基づく推進体制の強化と公民館の施設整備により、学習

環境の向上を図ります。また、市民の自主的な学習を促進するために、

市民、民間機関、行政が連携して多様な学習機会を創出するとともに、

総合的な情報提供や支援体制の充実を図ります。 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

公民館等施設整備

事業 

公民館施設整備及び除却 

図書館事業 図書館の整備等 
 

○ 安心して子育てできる環境の充実 

・（略） 

・（略） 

                                                

                   

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

子育てサポート（支

援）事業        

学童保育施設              、保育所

等の整備等                      

                    

 

（８）地域を支える人材の育成 

○生涯学習の充実 

・いつでも、どこでも、誰もが学べる生涯学習社会の構築を目指し、生涯学

習推進計画に基づく推進体制の強化と学習環境の整備を図ります。    

                また、市民の自主的な学習を促進するために、 

市民、民間機関、行政が連携して多様な学習機会を創出するとともに、 

総合的な情報提供や支援体制の充実を図ります。 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

公民館等施設整備

事業 

公民館施設整備等     

図書館事業 図書館の整備等 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ44） 

 

 

 

 

 

（Ｐ45） 

 

 

 

○ 幼児・学校教育の充実 

・（略） 

・学校の教育活動、生涯学習活動、地域活動の連携により、総合的な学習

の時間や地域学習活動の充実を図るとともに、学校や地域の特性を生か

した教育活動を進め、ふるさとを愛し、社会を支える気概を持つ子どもを

育てます。 

・北秋田市立小中学校適正規模・配置再編プランを基に、学校の適正規

模・配置を進めるとともに、児童生徒に充実した教育を行うため、小・中学

校施設の改良・学校施設及び設備等の計画的な整備を進めるなどによ

り、教育環境の整備・充実を図ります。 

・（略） 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

小・中学校施設整備事

業 

小・中学校の建設・大規模改修等、改修整

備、プール改築及び除却、スクールバス購

入等 

空き校舎等利活用検

討及び除却整理事業 

旧合川高等学校を含む、閉校後活用され

ていない学校施設等の利活用または除却

の検討及び実施 

給食センター事業 給食センターの新築 

 

 

 

○ 幼児・学校教育の充実 

・（略） 

・学校の教育活動、生涯学習活動、地域活動の連携により、総合的な学習

の時間や地域学習活動の充実を図るとともに、学校施設や地域の施設を

有効に活用した教育活動を進めます。                       

          

・                                               

                                       小・中学

校、高等学校施設の耐震補強や改良・改築工事等を進めるとともに、     

  教育環境の整備・充実を図ります。 

・（略） 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

小・中学校施設整備事

業 

小・中学校の建設・大規模改修等、改修整

備、プール改築       、スクールバス

購入等 

合川高等学校施設整

備事業          

施設整備等                    

                            

           

給食センター事業 給食センターの新築 
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項目名 改正案 現行 

（Ｐ46） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 財

政計画 

(P60) 

 

○ 文化・スポーツの振興 

・（略） 

・（略） 

・幼児から高齢者まで、年齢層に応じたスポーツ活動を展開できるよ

う、既存施設・設備の整備や必要な施設の新設などにより総合的なス

ポーツエリアの構築を図ります。また、生涯スポーツの普及推進のた

め、指導者の育成や大会、イベント等の開催を図ります。 

・（略） 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

スポーツ・レクリエー

ション拠点整備事業 

スポーツ施設の新規建設や既存施設

の整備等によるスポーツエリアの構

築、体育館施設整備及び除却 

史跡等整備事業 郷土資料館・博物館等の建設等 

国体関連施設整備事業 国体関連競技施設等の整備等 

 

第９章 財政計画 

財政計画は、新市まちづくり計画の策定期間における財政運営の指 

針として、普通会計ベースで作成しています。 

計画作成にあっては、歳入、歳出ごとに現状や過去の推移に加え、合

併に伴うスケールメリットによる経費節減や合併後の新市の一体性を 

保つために必要な経費等を反映させるとともに、国、県の財政支援措置

等を勘案し、推計しています。 

なお、平成 17 年度から平成 30 年度までの数値は、それぞれの年度

の決算値であり、令和元年度から令和６年度までは、次のとおり算 

定しています。 

○ 文化・スポーツの振興 

・（略） 

・（略） 

・幼児から高齢者まで、年齢層に応じたスポーツ活動を展開できるよ 

う、情報提供や総合的なスポーツ拠点の整備を図ります。        

                 また、生涯スポーツの普及を図るた

め、指導者の育成や大会、イベント等の開催を図ります。 

・（略） 

【主要事業】 

ハード事業 

施策事業名 事 業 の 概 要 

スポーツ・レクリエー

ション拠点整備事業 

総合運動公園の建設等           

                          

               

史跡等整備事業 郷土資料館・博物館等の建設等 

国体関連施設整備事業 国体関連競技施設等の整備等 

 

第９章 財政計画 

財政計画は、新市まちづくり計画の策定期間における財政運営の指 

針として、普通会計ベースで作成しています。 

計画作成にあっては、歳入、歳出ごとに現状や過去の推移に加え、合

併に伴うスケールメリットによる経費節減や合併後の新市の一体性を 

保つために必要な経費等を反映させるとともに、国、県の財政支援措置

等を勘案し、推計しています。 

なお、平成 17 年度から平成 25 年度までの数値は、それぞれの年度

の決算値であり、平成 26 年度から平成 31 年度までは、次のとおり算

定しています。 

 



項目名

第９章 ■新市財政計画
財政計画 （単位：百万円）

（P62) 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

地方税 2,894 2,846 3,088 3,083 2,967 2,956 2,932 2,991 2,994 2,952 2,936 2,920 2,905 2,890 2,875

地方譲与税 1,044 1,105 813 747 717 701 675 675 659 802 802 802 802 802 802

地方特例交付金 88 64 20 35 39 59 47 7 7 7 7 7 7 7 7

地方交付税 10,374 10,082 10,264 10,468 10,812 11,605 11,445 11,846 11,741 11,461 11,239 10,711 10,188 9,671 9,160

分担金・負担金・寄付金 374 300 484 468 450 420 454 449 458 439 394 386 379 372 365

使用料・手数料 405 326 312 329 314 299 298 315 293 266 262 259 255 252 249

国支出金 2,154 1,762 1,689 2,188 3,226 3,090 1,919 2,016 2,109 2,782 2,405 2,515 2,429 2,232 2,217

県支出金 1,448 1,333 1,570 1,766 1,432 1,270 1,632 1,546 1,656 1,691 1,166 1,096 1,034 1,046 1,074

財産収入 75 56 78 184 67 81 99 40 128 94 94 94 94 94 94

繰入金 1,369 1,049 1,582 614 665 208 1,031 431 391 1,666 90 90 90 88 470

繰越金 546 536 424 450 334 460 389 728 568 569 0 0 0 0 0

諸収入 537 666 496 661 534 947 868 822 782 781 781 781 781 781 781

地方債 2,305 4,010 1,601 2,283 1,271 1,786 1,377 1,681 2,635 3,385 2,271 3,589 3,241 2,213 2,797

歳入合計 23,613 24,135 22,421 23,276 22,828 23,882 23,166 23,547 24,421 26,895 22,447 23,250 22,205 20,448 20,891

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

人件費 5,303 4,740 4,713 4,497 4,208 4,269 4,289 4,204 4,035 3,923 3,938 3,896 3,873 3,844 3,828

物件費 3,929 3,420 3,360 3,140 3,425 3,667 3,848 3,045 2,944 3,174 3,319 3,355 3,297 3,153 3,175

維持補修費 92 93 81 82 99 106 124 655 526 548 580 615 652 691 733

扶助費 1,990 2,003 2,124 2,018 2,059 2,464 2,547 2,563 2,564 2,618 2,683 2,749 2,708 2,668 2,630

補助費 1,878 1,941 2,241 2,105 2,595 2,458 2,437 1,855 2,034 2,013 1,703 1,692 1,682 1,673 1,664

普通建設事業費 2,484 3,156 1,930 2,174 2,755 2,922 1,742 2,336 3,833 8,051 3,955 5,322 4,061 2,836 3,228

災害復旧費 233 108 526 977 166 177 254 358 246 300 300 300 300 300 300

公債費 3,126 3,197 3,171 3,046 3,108 2,962 2,801 2,682 2,696 2,487 2,304 2,336 2,407 2,407 2,406

積立金 1,394 2,581 843 909 1,181 1,637 1,529 2,449 1,902 1,047 940 271 507 157 200

投資・出資金、貸付金 300 324 498 1,324 443 365 357 246 245 250 250 250 250 250 250

繰出金 2,348 2,148 2,485 2,670 2,329 2,466 2,510 2,585 2,826 2,484 2,475 2,464 2,468 2,469 2,477

歳出合計 23,077 23,711 21,972 22,942 22,368 23,493 22,438 22,978 23,851 26,895 22,447 23,250 22,205 20,448 20,891
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項目名

第９章 ■新市財政計画

財政計画 （単位：百万円）

（P62) H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

地方税 2,894 2,846 3,088 3,083 2,967 2,956 2,932 2,991 2,994 2,976 2,943 3,008 3,033 3,049 3,046 2,964 2,987 3,010 3,034 3,058

地方譲与税 1,044 1,105 813 747 717 701 675 675 659 702 996 908 945 957 1,114 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123

地方特例交付金 88 64 20 35 39 59 47 7 7 8 9 9 10 12 14 8 8 8 8 8

地方交付税 10,374 10,082 10,264 10,468 10,812 11,605 11,445 11,846 11,741 11,515 11,283 11,052 10,531 10,402 10,199 9,758 9,558 9,558 9,558 9,558

分担金・負担金
・寄付金

374 300 484 468 450 420 454 449 458 430 483 415 416 438 429 269 269 269 269 269

使用料・手数料 405 326 312 329 314 299 298 315 293 262 235 246 234 261 266 234 234 234 234 234

国支出金 2,154 1,762 1,689 2,188 3,226 3,090 1,919 2,016 2,109 3,025 2,665 2,964 2,927 2,045 2,510 2,627 2,469 2,381 2,318 2,255

県支出金 1,448 1,333 1,570 1,766 1,432 1,270 1,632 1,546 1,656 1,995 1,683 1,648 1,691 1,664 1,353 1,355 1,332 1,259 1,246 1,184

財産収入 75 56 78 184 67 81 99 40 128 115 90 116 103 81 67 89 89 89 89 89

繰入金 1,369 1,049 1,582 614 665 208 1,031 431 391 1,586 67 1,307 1,057 2,023 1,805 1,867 1,082 609 497 394

繰越金 546 536 424 450 334 460 389 728 568 569 927 664 774 603 0 0 0 0 0 0

諸収入 537 666 496 661 534 947 868 822 782 757 823 790 946 946 595 911 911 911 911 911

地方債 2,305 4,010 1,601 2,283 1,271 1,786 1,377 1,681 2,635 3,285 2,952 1,331 4,901 2,165 3,621 2,413 2,663 2,660 2,016 2,013

歳入合計 23,613 24,135 22,421 23,276 22,828 23,882 23,166 23,547 24,421 27,225 25,155 24,458 27,567 24,644 25,019 23,618 22,725 22,111 21,303 21,096

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人件費 5,303 4,740 4,713 4,497 4,208 4,269 4,289 4,204 4,035 3,935 3,895 3,846 3,859 3,818 3,938 4,502 4,355 4,333 4,311 4,289

物件費 3,929 3,420 3,360 3,140 3,425 3,667 3,848 3,045 2,944 3,029 2,919 3,017 3,027 3,498 3,776 3,369 3,166 2,976 2,797 2,685

維持補修費 92 93 81 82 99 106 124 655 526 618 481 534 648 580 550 566 554 542 531 510

扶助費 1,990 2,003 2,124 2,018 2,059 2,464 2,547 2,563 2,564 2,734 2,860 3,102 3,102 2,934 2,924 3,117 3,054 2,979 2,965 2,960

補助費 1,878 1,941 2,241 2,105 2,595 2,458 2,437 1,855 2,034 2,182 1,979 2,015 1,898 2,286 2,295 2,671 2,111 2,040 2,009 1,989

普通建設事業費 2,484 3,156 1,930 2,174 2,755 2,922 1,742 2,336 3,833 6,504 4,641 3,372 7,557 3,212 4,914 3,633 3,768 3,664 3,170 3,159

災害復旧費 233 108 526 977 166 177 254 358 246 413 68 37 117 402 44 39 200 200 200 200

公債費 3,126 3,197 3,171 3,046 3,108 2,962 2,801 2,682 2,696 2,419 2,400 2,598 2,679 2,851 2,944 2,725 2,818 2,770 2,723 2,717

積立金 1,394 2,581 843 909 1,181 1,637 1,529 2,449 1,902 1,467 2,080 1,178 797 1,240 26 226 30 30 30 30

投資・出資金、
貸付金

300 324 498 1,324 443 365 357 246 245 275 466 290 232 531 719 910 819 737 737 737

繰出金 2,348 2,148 2,485 2,670 2,329 2,466 2,510 2,585 2,826 2,723 2,701 3,697 3,048 2,760 2,889 1,860 1,850 1,840 1,830 1,820

歳出合計 23,077 23,711 21,972 22,942 22,368 23,493 22,438 22,978 23,851 26,299 24,491 23,685 26,964 24,111 25,019 23,618 22,725 22,111 21,303 21,096
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